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 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。 
 

記 
 
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

      名 称 ふかや花園プレミアム・アウトレット
   は な ぞ の ぷ れ み あ む ･ あ う と れ っ と

 
      所在地 埼玉県深谷市花園１番地 

 

２ 変更しようとする事項 

(1)  大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

① 駐車場の位置及び収容台数 

 （変更前） 

位置 収容台数 

P1駐車場：店舗北西側平面駐車場 

別紙図3-1のとおり 

1,140台  

P2駐車場：店舗北側平面駐車場  570台 

P3駐車場：店舗北東側平面駐車場  170台 

P4駐車場：店舗南西側平面駐車場  600台 

合  計 2,480台 

 

（変更後） 
位置 収容台数 

P1駐車場：店舗北西側平面駐車場 

別紙図3-2のとおり 

1,140台  

P2駐車場：店舗北側平面駐車場  570台 

P3駐車場：店舗北東側平面駐車場  170台 

P4駐車場：店舗南西側平面駐車場    0台 

合  計 1,880台 
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② 荷さばき施設の位置及び面積 

（変更前） 

位置 面積 

荷さばき施設1 

別紙図5-1のとおり 

146.1㎡ 

荷さばき施設2 48.0㎡ 

荷さばき施設3 72.0㎡ 

荷さばき施設4 96.0㎡ 

荷さばき施設5 76.0㎡ 

荷さばき施設6 120.0㎡ 

合  計 558.1㎡ 

 

（変更後） 
位置 面積 

荷さばき施設1 

別紙図5-2のとおり 

146.1㎡ 

荷さばき施設2 48.0㎡ 

荷さばき施設3 72.0㎡ 

荷さばき施設4 96.0㎡ 

荷さばき施設5 76.0㎡ 

荷さばき施設6 0㎡ 

合  計 438.1㎡ 

 

３ 変更する年月日 

   令和９年２月１日（予定） 
 
４ 変更する理由 

「ふかや花園プレミアム・アウトレット」は 2022 年 10 月 20 日に新設オープンしました。施

設オープン以降、周辺にお住まいの皆様をはじめ、多くのお客様よりご愛顧頂いております。 

今回、運用計画変更のため大規模小売店舗立地法の届け出事項に関する「駐車場の収容台数」、

及び「荷さばき施設の位置及び面積」について変更致します。 

 

 

 

 



５ 変更に係るもの以外の事項 

以下の項目については前回届け出より変更なし 
 
(1)  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

代表者の氏名 

    別紙（小売業者一覧表）のとおり 

 
(2)  大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

    24,355㎡ 

 
(3)  大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

① 駐輪場の位置及び収容台数 

(1) 位置 収容台数 

駐輪場 別紙図6のとおり 74台 

合  計 74台 

  ※自動二輪置き場を別途58台確保する計画です。 
 
② 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

位置 容量 

廃棄物保管施設1（コンパクター） 

別紙図7のとおり 

8.0㎥ 

廃棄物保管施設2（コンパクター） 8.0㎥ 

廃棄物保管施設3（コンパクター） 8.0㎥ 

廃棄物保管施設4（ゴミ庫） 31.79㎥ 

廃棄物保管施設5（ゴミ庫） 14.53㎥ 

廃棄物保管施設6（ゴミ庫） 10.61㎥ 

合  計 80.93㎥ 

 

(4)  大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

     開店時刻       午前10時00分 (特異日には９時00分開店とする場合があります) 
     閉店時刻       午後９時00分 

 
② 来客が駐車場を利用することができる時間帯  

駐車場 利用可能時間帯 

P1駐車場 午前７時00分 から 午後10時00分 

P2駐車場 午前７時00分 から 午後10時00分 

P3駐車場 午前７時00分 から 午後10時00分 

P4駐車場 午前７時00分 から 午後10時00分 

 
 
 
 



③ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置  

位置 出入口の数 

出入口1（入口）  ：敷地東側 

別紙図4－1，4-2のとおり 

入口１ 

出入口2（入口）  ：敷地北側 入口１ 

出入口3（出入口）：敷地西側 出入口１ 

出入口4（出入口）：敷地西側 出入口１ 

出入口5（入口）  ：敷地西側 入口１ 

出入口6（出口）  ：敷地西側 出口１ 

合  計 6か所 

④ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯  
        午前７時00分 から 午後10時00分 
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規則第４条の【 添 付 書 類 】  
 
 １ 法人にあってはその登記事項証明書      
       変更なし 

 
 ２ 主として販売する物品の種類 
      別紙（小売業者一覧表）のとおり 

 
 ３ 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面  
       別紙図3-1，3-2 建物配置図のとおり 

 
 ４ 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算

出根拠 

 

 （１）大規模小売店舗立地法の指針に基づく必要駐車台数の算出 

 各項目算出のための計算式等 

行政人口 142,631人 令和3年3月1日現在 

地区の区分 商業地区 近隣商業地域 

Ｓ：店舗面積 (小数点第3位) 24.355千㎡ 店舗面積：24,355㎡ 

Ａ：店舗面積当たりの日来客 
数原単位 

950人/千㎡ 指針：人口10万人以上40万人未満（S≧5） 

Ｂ：ピーク率 14.4％ 指針 

Ｌ：駅からの距離 60m 秩父鉄道「ふかや花園駅」 

Ｃ：自動車分担率 42％ 
指針：人口10万人以上40万人未満 

   37.5+0.075L（L＜300） 

Ｄ：平均乗車人員 2.5人/台 指針：店舗面積20,000㎡以上 

Ｅ：平均駐車時間係数 1.75 指針：店舗面積20,000㎡以上 

Ｆ：日来客車両台数 3,887台/日 Ａ×Ｓ×Ｃ÷Ｄ 

Ｇ：ピーク１時間来店車両台数 559台/時 Ａ×Ｓ×Ｂ×Ｃ÷Ｄ 

 必要駐車場台数 979台 Ａ×Ｓ×Ｂ×Ｃ÷Ｄ×Ｅ 

届出の駐車場台数 1,880台    
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（２）特別な事情による駐車台数の算出 
 
《特別な事情の説明》 

当施設の実態を基に必要駐車台数を求めることで、より実態に即した必要駐車台数の算出となると
考えられる為。また、既存の届出においても実態を基に必要駐車台数を算出している。 

 

[来場車両台数]  

１期開業後の毎週日曜日における来場台数の推移を下図に示す。 

最近 1 年間（2024 年 5 月１日～2025 年 4 月 30 日）における平均的な休日に対する平均来場台数は 6,207 台/日であっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[平均駐車時間]  

最近 1 年間（2024 年 5 月１日～2025 年 5 月 4 日）の各日曜日の平均駐車場時間：1.88ｈ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

[ピーク率] 

13.8％（ふかや 1 期直近 1 年間実績） 

（参考 佐野 3 期実績：14.2％、酒々井 2 期実績：12.9%、） 
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[必要駐車場台数] 

上記をもとに、以下の 3 つのケースにおける必要台数を試算する。 

➊平均的な休日における１日あたりの来場車両台数(上図 ピンクライン) 

(試算) 

[必要駐車台数]＝[日来場台数]×[ピーク率]×[平均駐車時間] 

       ＝6,207(台/日)×13.8(％)×1.88(h) 

       ＝約 1610(台) 

❷繁忙日を除くその他の日の来場台数最大値(上図 みどりライン) 

(試算) 

[必要駐車台数]＝[日来場台数]×[ピーク率]×[平均駐車時間] 

       ＝7,869(台/日)×13.8 (％)×1.88(h) 

       =約 2040(台) 

❸繁忙日の１日あたりの来場車両台数(上図 繫忙日（オレンジ）のうちトップ日) 

(試算) 

[必要駐車台数]＝[日来場台数]×[ピーク率]×[平均駐車時間] 

       ＝10487(台/日)×13.8 (％)×1.88(h) 

       ＝約 2720(台) 

 
[収容可能台数] 

 新設届 変更後 

位置 届出台数 総収容台数 総収容台数   

届出台数 総収容台数 
R3/7 （届出時） （竣工時） 

P1 駐車場： 

店舗北西側平面駐車場 
1,140 1,234 1,244 1,140 1,244 

P2 駐車場： 

店舗北側平面駐車場 
570 577 588 570 588 

P3 駐車場： 

店舗北東側平面駐車場 
170 171 219 170 219 

P4 駐車場： 

店舗南西側平面駐車場 
600 1,193 1,212 0 0 

合計 2,480 3,175 3,263 1,880 2,051 

年間に数日程度の繁忙日についての対応としては、『「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」

の解説（平成 19 年：経済産業省）』に基づき、交通誘導員の増員配置、駐車場内への案内による敷地内道路での滞留防止、

公共交通機関利用の呼びかけ等の対応を行うことで、施設周辺の公道へ利用客の入退場車両が滞留することを防止します。

また、P4 駐車場一部の約 270 台、P5 駐車場約 200 台、近傍施設の深谷テラス駐車場約 200 台等を臨時駐車場として利用す

る予定です。それぞれの確保見込みについては以下の内容で、別紙図 8 のとおり。 

P4：建築資材保管及び工事等によって駐車場を閉鎖する見込みですが、車両の混雑が想定される日は P4 駐車場のうち、

使用可能な範囲を開放し、来場者用駐車場といたします。 

P5 及び深谷テラス駐車場：既に臨時利用を行っており、今後も運用を継続いたします。   
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５ 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動

車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項  

 

（１）駐車場出入口における入庫処理能力 

変更なし 

 

６ 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法 
○来客の自動車を駐車場に案内する経路 

   別紙図1-2広域見取図（経路図）のとおり 

 

○来客の自動車を駐車場に案内する方法 

 具体的な内容 

案内表示の設置 主要な来場経路上に、誘導案内看板を設置する計画です。 

ちらし等の配布 ― 

交通整理員の配

置 

施設の車両出入口への交通整理員の配置を行います。 

また、特異日には周辺交差点等への交通整理員の配置を検討します。 

その他 施設のホームページに主要来場経路の案内を掲載します。 
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７ 荷捌き施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯 
（１）荷さばきを行う時間帯 

午前７時00分から午後10時00分 

※９時に開店する特異日については、来客者の安全を配慮し、荷捌きを行う時間帯は午前７時から

午前９時までとします。 

（２）荷さばき計画 

新設届出時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷さばき施設1 荷さばき施設2

時間帯 2t 4t〜10t 10t以上 計
平均的な

荷捌き時間（分）
延べ作業
時間（分）

時間帯 2t 4t〜10t 10t以上 計
平均的な

荷捌き時間（分）
延べ作業
時間（分）

7:00〜8:00 5 1 1 7 140 7:00〜8:00 1 1 20
8:00〜9:00 5 1 1 7 140 8:00〜9:00 2 1 1 4 80
9:00〜10:00 3 1 4 80 9:00〜10:00 1 1 20
10:00〜11:00 0 0 10:00〜11:00 0 0
11:00〜12:00 0 0 11:00〜12:00 0 0
12:00〜13:00 0 0 12:00〜13:00 0 0
13:00〜14:00 0 0 13:00〜14:00 0 0
14:00〜15:00 0 0 14:00〜15:00 0 0
15:00〜16:00 0 0 15:00〜16:00 0 0
16:00〜17:00 0 0 16:00〜17:00 0 0
17:00〜18:00 0 0 17:00〜18:00 0 0
18:00〜19:00 0 0 18:00〜19:00 0 0
19:00〜20:00 0 0 19:00〜20:00 0 0
20:00〜21:00 0 0 20:00〜21:00 0 0
21:00〜22:00 1 1 2 40 21:00〜22:00 1 1 20

合計 14 4 2 20 合計 4 2 1 7
※荷さばき施設1：ブース数4＊60分＝240分＞最大延作業時間140分 ※荷さばき施設2：ブース数2＊60分＝120分＞最大延作業時間80分

荷さばき施設3 荷さばき施設4

時間帯 2t 4t〜10t 10t以上 計
平均的な

荷捌き時間（分）
延べ作業
時間（分）

時間帯 2t 4t〜10t 10t以上 計
平均的な

荷捌き時間（分）
延べ作業
時間（分）

7:00〜8:00 1 1 1 3 60 7:00〜8:00 1 1 1 3 60
8:00〜9:00 2 1 3 60 8:00〜9:00 2 1 3 60
9:00〜10:00 0 0 9:00〜10:00 1 1 20
10:00〜11:00 0 0 10:00〜11:00 0 0
11:00〜12:00 0 0 11:00〜12:00 0 0
12:00〜13:00 0 0 12:00〜13:00 0 0
13:00〜14:00 0 0 13:00〜14:00 0 0
14:00〜15:00 0 0 14:00〜15:00 0 0
15:00〜16:00 0 0 15:00〜16:00 0 0
16:00〜17:00 0 0 16:00〜17:00 0 0
17:00〜18:00 0 0 17:00〜18:00 0 0
18:00〜19:00 0 0 18:00〜19:00 0 0
19:00〜20:00 0 0 19:00〜20:00 0 0
20:00〜21:00 0 0 20:00〜21:00 0 0
21:00〜22:00 1 1 20 21:00〜22:00 1 1 2 40

合計 4 2 1 7 合計 4 4 1 9
※荷さばき施設3：ブース数3＊60分＝180分＞最大延作業時間60分 ※荷さばき施設4：ブース数4＊60分＝240分＞最大延作業時間60分

荷さばき施設5 荷さばき施設6

時間帯 2t 4t〜10t 10t以上 計
平均的な

荷捌き時間（分）
延べ作業
時間（分）

時間帯 2t 4t〜10t 10t以上 計
平均的な

荷捌き時間（分）
延べ作業
時間（分）

7:00〜8:00 1 1 1 3 60 7:00〜8:00 5 1 1 7 140
8:00〜9:00 2 1 3 60 8:00〜9:00 5 1 6 120
9:00〜10:00 1 1 20 9:00〜10:00 3 1 4 80
10:00〜11:00 0 0 10:00〜11:00 0 0
11:00〜12:00 0 0 11:00〜12:00 0 0
12:00〜13:00 0 0 12:00〜13:00 0 0
13:00〜14:00 0 0 13:00〜14:00 0 0
14:00〜15:00 0 0 14:00〜15:00 0 0
15:00〜16:00 0 0 15:00〜16:00 0 0
16:00〜17:00 0 0 16:00〜17:00 0 0
17:00〜18:00 0 0 17:00〜18:00 0 0
18:00〜19:00 0 0 18:00〜19:00 0 0
19:00〜20:00 0 0 19:00〜20:00 0 0
20:00〜21:00 0 0 20:00〜21:00 0 0
21:00〜22:00 1 1 2 40 21:00〜22:00 1 1 2 40

合計 4 4 1 9 合計 14 4 1 19
※荷さばき施設5：ブース数4＊60分＝240分＞最大延作業時間60分 ※荷さばき施設5：ブース数5＊60分＝300分＞最大延作業時間140分

20 20

20 20

20 20
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新設届出時は既存施設の事例を も と に予測し た荷さ ばき 計画を 作成し ていたが、 運用後の利用実態調

査によ り 実態に即し た荷さ ばき 計画に変更し 、 荷さ ばき 施設6については廃止と し ま す。  

変更後

荷さ ばき 施設１ 荷さ ばき 施設２

時間帯 2t 4t～10t 10t以上 計

平均的な

荷さ ばき

時間(分)

延べ作業

時間(分)
時間帯 2t 4t～10t 10t以上 計

平均的な

荷さ ばき

時間(分)

延べ作業

時間(分)

07:00～08:00 2 2 1 5 5 07:00～08:00 1 1 0

08:00～09:00 3 1 1 5 5 08:00～09:00 2 1 1 4 0

09:00～10:00 4 2 6 6 09:00～10:00 1 1 0

10:00～11:00 0 0 10:00～11:00 0 0

11:00～12:00 0 0 11:00～12:00 0 0

12:00～13:00 0 0 12:00～13:00 0 0

13:00～14:00 0 0 13:00～14:00 0 0

14:00～15:00 0 0 14:00～15:00 0 0

15:00～16:00 0 0 15:00～16:00 0 0

16:00～17:00 0 0 16:00～17:00 0 0

17:00～18:00 0 0 17:00～18:00 0 0

18:00～19:00 0 0 18:00～19:00 0 0

19:00～20:00 0 0 19:00～20:00 0 0

20:00～21:00 0 0 20:00～21:00 0 0

21:00～22:00 0 0 21:00～22:00 1 1 0

合計 9 5 2 16 合計 4 2 1 7

※荷さ ばき 施設１ ： ブース 数5×60分＝300分＞最大延べ作業時間120分 ※荷さ ばき 施設２ ： ブース 数2×60分＝120分＞最大延べ作業時間80分

荷さ ばき 施設３ 荷さ ばき 施設４

時間帯 2t 4t～10t 10t以上 計

平均的な

荷さ ばき

時間(分)

延べ作業

時間(分)
時間帯 2t 4t～10t 10t以上 計

平均的な

荷さ ばき

時間(分)

延べ作業

時間(分)

07:00～08:00 1 1 1 3 9 07:00～08:00 1 1 1 3 0

08:00～09:00 2 1 3 9 08:00～09:00 2 1 3 0

09:00～10:00 0 0 09:00～10:00 1 1 0

10:00～11:00 0 0 10:00～11:00 0 0

11:00～12:00 0 0 11:00～12:00 0 0

12:00～13:00 0 0 12:00～13:00 0 0

13:00～14:00 0 0 13:00～14:00 0 0

14:00～15:00 0 0 14:00～15:00 0 0

15:00～16:00 0 0 15:00～16:00 0 0

16:00～17:00 0 0 16:00～17:00 0 0

17:00～18:00 0 0 17:00～18:00 0 0

18:00～19:00 0 0 18:00～19:00 0 0

19:00～20:00 0 0 19:00～20:00 0 0

20:00～21:00 0 0 20:00～21:00 0 0

21:00～22:00 1 1 3 21:00～22:00 1 1 2 0

合計 4 2 1 7 合計 4 4 1 9

※荷さ ばき 施設３ ： ブース 数3×60分＝180分＞最大延べ作業時間60分 ※荷さ ばき 施設４ ： ブース 数4×60分＝240分＞最大延べ作業時間60分

荷さ ばき 施設５ 荷さ ばき 施設６

時間帯 2t 4t～10t 10t以上 計

平均的な

荷さ ばき

時間(分)

延べ作業

時間(分)
時間帯 2t 4t～10t 10t以上 計

平均的な

荷さ ばき

時間(分)

延べ作業

時間(分)

07:00～08:00 1 1 1 3 0 07:00～08:00 0 0

08:00～09:00 2 1 3 0 08:00～09:00 0 0

09:00～10:00 1 1 0 09:00～10:00 0 0

10:00～11:00 0 0 10:00～11:00 0 0

11:00～12:00 0 0 11:00～12:00 0 0

12:00～13:00 0 0 12:00～13:00 0 0

13:00～14:00 0 0 13:00～14:00 0 0

14:00～15:00 0 0 14:00～15:00 0 0

15:00～16:00 0 0 15:00～16:00 0 0

16:00～17:00 0 0 16:00～17:00 0 0

17:00～18:00 0 0 17:00～18:00 0 0

18:00～19:00 0 0 18:00～19:00 0 0

19:00～20:00 0 0 19:00～20:00 0 0

20:00～21:00 0 0 20:00～21:00 0 0

21:00～22:00 1 1 2 0 21:00～22:00 0 0

合計 4 4 1 9 合計 0 0 0 0

※荷さ ばき 施設５ ： ブース 数3×60分＝180分＞最大延べ作業時間60分 ※荷さ ばき 施設６ ： ブース 数5×60分＝300分＞最大延べ作業時間0分

20 20

20 20

20 20
廃止 
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（３）荷さばき施設の位置及び面積 

上記荷さばき計画において、各施設とも十分な面積を確保しており、公道での待機車両の発生がな

いよう計画いたします。 

位置 面積 

荷さばき施設1 

別紙図5-2のとおり 

146.1㎡ 

荷さばき施設2 48.0㎡ 

荷さばき施設3 72.0㎡ 

荷さばき施設4 96.0㎡ 

荷さばき施設5 76.0㎡ 

荷さばき施設6  0㎡ 

合  計 438.1㎡ 

 

８ 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面 

 

遮音壁の有無 遮音壁の高さ 遮音壁の厚さ 材質･構造 遮音壁の位置 

有・○無  ― ― ― ― 

 

９ 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及

び位置を示す図面 
  稼働時間帯及び位置に変更なし 

項目 設置の有無 稼働時間帯 

 

冷却塔 ○無・有 － 

室外機 無・○有  午前 9 時 00 分～午後 10 時 00 分 
送風機 無・○有  午前 9 時 00 分～午後 10 時 00 分 

その他（キュービクル） 午前 0 時 00 分～午後 12 時 00 分 
※深夜に稼働する設備機器は、キュービクルのみです。 

 

１０ 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠 
  変更なし 

 

１１ 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合に

あっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠   

  変更なし 
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１２ 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及び

その算出根拠 

 

 

 ■指針に基づく必要保管容量39.68㎥を超える保管容量80.93㎥を確保することから保管容量は充足

する計画です。 

 

 （廃棄物の管理及びリサイクルについての配慮） 

・廃棄物の管理については、廃棄物の臭気が外部に漏れない様に専用の保管庫を設置します。 

  ・廃棄物のリサイクルの推進のため、分別回収を行います。 

B：平均保管
日数

C：見かけ
比重

排出量予測
A×B÷C

t/千㎡ t 日 t/㎥ ㎥

6千㎡以下の部分 6.000 千㎡ 0.208 1.2480

6千㎡超の部分 18.355 千㎡ 0.011 0.2019

計 24.355 千㎡ - 1.4499

6千㎡以下の部分 6.000 千㎡ 0.007 0.0420

6千㎡超の部分 18.355 千㎡ 0.003 0.0551

計 24.355 千㎡ - 0.0971

6千㎡以下の部分 6.000 千㎡ 0.006 0.0360

6千㎡超の部分 18.355 千㎡ 0.002 0.0367

計 24.355 千㎡ - 0.0727

6千㎡以下の部分 6.000 千㎡ 0.02 0.1200

6千㎡超の部分 18.355 千㎡ 0.003 0.0551

計 24.355 千㎡ - 0.1751

6千㎡以下の部分 6.000 千㎡ 0.169 1.0140

6千㎡超の部分 18.355 千㎡ 0.02 0.3671

計 24.355 千㎡ - 1.3811

その他可燃物 24.355 千㎡ 0.054 1.3152 1 0.38 3.46㎥

39.68㎥

14.50㎥

0.97㎥

0.73㎥

17.51㎥

2.51㎥

合計

1

1

1

1

1

0.10

0.10

0.10

0.01

0.55

A：一日当たり廃棄物排出量
（指針原単位×S）

生ごみ等

プラスチック製
廃棄物等

ガラス製廃棄物等

金属製廃棄物等

紙製廃棄物等

S：店舗面積　24.355千/㎡
廃棄物種別

（千㎡）
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【指針に基づく配慮事項】  
 
１ 必要な駐輪場の確保と適切な管理 
    敷地内に74台分の駐輪スペースを用意し、必要な駐輪場を確保するとともに、周辺道路への駐車や放置を防ぐ様

に努めております。また、定期的に警備員等が巡回し適宜整理に努めております。 

 

２ 歩行者の通行の利便の確保等 
   来客車両と歩行者の導線を分離することで歩行者の利便と安全に配慮した計画としています。また、来客車両に対

しては敷地内での低速運転や歩行者注意等を呼びかけ、施設内に交通誘導員を適宜配置し、施設内の歩行者優先を

呼びかけることで施設内の歩行者が安全に通行できるように配慮して施設運営を行っております。夜間においては

周辺環境に配慮しつつ、歩行者を確認できるよう店舗出入口付近及び駐車場内に照明を設置しております。 
 
３ 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

・商品の過剰包装を抑制し、簡易包装に努めております。 
  ・搬入時の段ボールの再利用またはパレットの使用により、段ボールの削減に努めております。 

  ・店舗事務所内で使用する紙類の使用削減、再生紙の利用促進により紙類のごみ減量化に努めております。 

  
４ 防災・防犯対策への協力 
    令和5年2月に深谷市と災害時等における施設の提供に関する協定書を締結し、深谷市内にて地震、風水害等の

大規模災害が発生した際の避難者の安全確保のために市の要請に応じて駐車場を一時避難場所として使用す

ることに協力いたします。 

    駐車場内およびその他店舗敷地内において、周辺環境に配慮しながら照明を配置しております。また、店舗内

及び敷地内においては防犯カメラを設置し、警備員による定期的な巡回を行っております。 

 

５ 騒音問題に対応するための対応策 

   （1）荷さばきについて 

   ・建物外周部に位置する荷さばきスペースは、敷地境界から５ｍ以上の距離を確保しております。 

・その他の荷さばきスペースは、建物に囲まれる場所に位置しております。 

・荷さばき時間の短縮を図り、充分な荷さばきスペースを確保しております。 

・荷捌き車両の不必要なアイドリングを禁止するよう徹底しております。 

・荷さばき作業は午前７時～午前 10 時に実施することを基本としております。 

・特異日については、荷捌き作業は午前７時～午前９時に実施することを基本としております。 

・作業中は騒音防止に努めるよう徹底しております。 

 

（2）廃棄物の運搬 

・回収時間を午前８時～午前10時を基本とし、早朝・夜間に騒音を発生しないよう配慮しております。 

・特異日については、回収時間を午前８時～午前９時を基本とし、早期・夜間に騒音を発生しないよう配慮してお

ります。 

・廃棄物収集車のアイドリング防止等、廃棄物処理業者へ騒音抑制の徹底を呼びかけます。また、早朝及び夜間に

おける作業は避けるように努めております。 

 

（3）営業宣伝等 

   ・適切な音量による放送を行っております。 

・不必要なアナウンスは避けております。 
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（4）室外機等設備機器について 

 ・定期的に点検をすることで異音による騒音の発生を防止しております。 

 

（5）その他 

・営業時間外は駐車場を閉鎖しております。 

 

６ 廃棄物等の保管について 

・ごみ庫・コンパクターの設置による悪臭発散・汚水流出の防止対策を実施しております。 

・生ごみ等を保管庫に保管することにより悪臭発散の防止対策を実施しております。 

・ごみ庫に換気設備を配置し、悪臭発散の防止対策を実施しております。 
 
７ 廃棄物等の運搬や処理について 
    廃棄物については市の指定業者により、適切に回収、処理することとしております。 

  なお、当該施設では施設内処理は行いません。 
 
８ その他設置者としての廃棄物等に関連する対応方策について 
  テナント会議等を通じて各テナントへ廃棄物の減量化についての注意喚起を行っております。 

また、リサイクル推進のため、分別収集を行っております。 

 
９ 街並みづくり等への配慮等 
    「埼玉県景観条例」を遵守し、また、計画施設の周囲等に緑地を設け周辺環境との調和に配慮しつつ、にぎわいの

ある快適なまちづくりを実現するための先導的な核となる施設を目指し、イメージの向上に努めております。  
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